
№ 議題 質問内容 回答

1 議題１
15ページの①で個別支援計画に記載する不適切例が掲載されています。適切な例
も挙げていただきたいです。 実際にこれまであった事例を知りたいです。

身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会等で必要性について組織的に検討した上で、事業
所内でやむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並び
に緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する必要があります。
以上のことを踏まえ、当該児童ごとに個別支援計画にご記載ください。

2 議題２
p37個別支援計画の記載のポイントの記載について。全利用者の個別支援計画書
の各支援目標に5領域全てが網羅できているように作成しなければならないので
しょうか。

お見込みの通りです。
設定した支援目標に対し、５領域のどの領域と関連づいているのかを計画書に記載してください。

3 議題３
保育所等訪問支援の個別支援計画について、児童発達支援の支援計画用式を元に
作成していますが、5領域との関連性の記載は必要でしょうか

保育所等訪問支援のガイドライン記載の通り、「５領域20項目の調査」の活用が望ましいです。

4 議題５
支援プログラムの公表について、保育所等訪問支援の支援プログラム作成、公表
も必要か？

不要です。資料P79の対象事業を参照してください。

5 議題７
やむを得ない事由による暫定配置をしない、児童発達支援管理責任者の基礎研修
修了者のOJT短縮届の提出はどのようにすれば良いでしょうか。

障害福祉情報サービスかながわの下記URLに掲載されている「児童発達支援管理責任者告示改正、届
出について」をご確認ください。なお、届出は郵送ではなく電子申請でかながわ福祉サービス振興会
まで申請をしてください。
https://shougai.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?topid=2&id=154
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